
 
 

令 和 ８ 年 ２ 月 27 日 
大 臣 官 房 技 術 調 査 課 
道 路 局 国 道 ・ 技 術 課 
国土技術政策総合研究所 

 
令和８年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定 

～第三次担い手３法の全面施行を踏まえ 
担い手確保・生産性向上等に取り組みます～ 

 
 詳細は、別紙及び参考資料をご参照ください。 
 
 
  

国土交通省では、実態調査等に基づき、必要に応じて、直轄土木工事・業務に適用
する積算基準等を改定しています。 

今般、令和８年度から適用する新基準等として、担い手の確保のための働き方改革・
処遇改善、公共工事に従事する者の労働環境の改善や円滑な施工体制の確保など、
現場実態を踏まえた各種改定を行います。 

なお、これらの新基準等は、地方ブロック発注者協議会等を通じて、全国の都道府県・
政令市に情報提供する予定です。 

【問合せ先】  
 国土交通省 代表：03－5253－8111 

大臣官房技術調査課            直通：03－5253－8221 
大臣官房技術調査課 参事官グループ 直通：03－5253－8120 
道路局国道・技術課             直通：03－5253－8498 

＜土木工事関連＞ 
工 事 全 般：大臣官房技術調査課 企画専門官 谷口 （内線 22353） 
土木工事共通仕様書等：大臣官房技術調査課 課長補佐 富岡 （内線 22352） 
標準歩掛・機械等損料：大臣官房参事官(イノベーション)グループ 課長補佐 下田 （内線 22436） 
ICT・ 積 算 基 準 類：大臣官房参事官(イノベーション)グループ 課長補佐 阿久根 （内線 22427） 
施工パッケージ型積算：国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 

社会資本システム研究室 主任研究官  櫻井 （直通：029－864-2677） 
＜電気通信関係（工事・業務）＞ 

大臣官房参事官(イノベーション)グループ 課長補佐 岩田 （内線 22429） 

＜鋼橋積算基準関係＞ 
道路局国道・技術課 課長補佐 北田 （内線 37865） 

＜業務関係＞ 
大臣官房技術調査課 課長補佐 柴田 （内線 22333） 

＜機械設備関係（工事・業務（点検・整備））＞ 
大臣官房参事官(イノベーション)グループ  課長補佐 塩入 （内線 22422） 
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別紙 
 
１．直轄工事等における主な積算改定項目 
（１）担い手の確保のための働き方改革・処遇改善 

１）建設業における多様な働き方の実現に向けた支援（参考資料１ページ） 
地域の実情や現場の状況等により、多様な働き方が求められている状況を踏まえ、

最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現を目指してまいります。なお、これ
まで実施してきた週休２日の取得に要する費用の計上等による試行は完了とします。 

また、多様な働き方の一環として、「猛暑対策サポートパッケージ」に基づき、猛暑対
策を支援してまいります。（参考資料２ページ）  

２）一般管理費等率の改定（参考資料３ページ） 
 最新の本社経費の実態を反映し、一般管理費等率を改定します。 
 引き続き、適正な利潤が確保されるよう実態調査を継続していくとともに、公共工事
に従事する者に対して適正な額の賃金が支払われるよう、賃金・労働時間等の実態
調査の取組を強化してまいります。 
 

（２）公共工事に従事する者の労働環境の改善 
１）現場環境改善費の実施内容の見直しと拡充（参考資料４ページ） 

より効果的な現場環境改善が図られるよう、実施内容の絞り込みを行うとともに、熱
中症対策・防寒対策への充当を強化(「現場環境改善費」(率計上)の 100%を上
限に設計変更)します。 

２）快適トイレの費用計上の拡充（参考資料５ページ） 
最新の調査実態を踏まえ、上限額を見直します。(57,000 円/基・月) 
また、更なる現場環境改善を推進する観点から、上限基数を撤廃します。 
 

（３）移動時間、作業休止時間等を踏まえた歩掛改定（参考資料６～８ページ） 
資材基地等から現場への移動時間を適切に反映できるよう、令和４年度に調査表

の全面見直しを実施しました。 
令和７年度は、トンネル工事や砂防工事等においても現場移動等により作業時間が

短くなり、日当たり施工量が減少している傾向が見られたことから、令和８年度の歩掛改
定に反映しました。 

また、建設機械を日々回送して使用する工種において、実作業時間が短くなり、日当
たり施工量が減少している傾向が見られたことから、歩掛改定に反映しました。 

更に、建設現場の作業管理として行われている作業休止時間が増えたことにより実作
業時間が短くなり、日当たり施工量が減少している傾向が見られたことから、歩掛改定に
反映しました。 

【猛暑対策サポートパッケージ関連】 

【猛暑対策サポートパッケージ関連】 
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（４）施工規模に応じた標準歩掛(小規模歩掛等)の設定(参考資料 9、10 ページ) 
標準歩掛の適用可否の判断がしやすいように適用範囲及び施工方法などを詳細

化しました。また、維持修繕等に関係する工種で小規模施工を考慮して歩掛改定に
反映しました。 

 
２．円滑な施工体制の確保  
（１）大規模災害の被災地における復興係数・復興歩掛(参考資料 11～14 ページ) 

令和６年能登半島地震（石川県内）の被災地においては、工事における作業効
率の低下が確認されたことから、実態調査結果を踏まえ、歩掛の日当り標準作業量の
補正（復興歩掛）を新たに設定します。 

その他、平成 23 年東日本大震災（岩手・宮城・福島県内）、平成 28 年熊本
地震（熊本県内）の被災地においても、実態調査結果を踏まえ、間接工事費の補正
（復興係数）や歩掛の日当り標準作業量の補正（復興歩掛）を設定します。 

 
（２）品確法を踏まえた災害協定に基づく労災保険等の積算 

保険料については、品確法に適合した保険契約実績が少ないことなどから、当面は受
注者（または契約予定者）から当該保険料に関する見積りを徴収し、現場管理費に
上乗せ計上することで積算に反映するものとします。 

 
３．共通仕様書等の改定 
（１）工事関係 

土木工事共通仕様書（案）、土木工事施工管理基準及び規格値（案）、写
真管理基準（案）、電気通信設備工事共通仕様書について、各種基準類の改定
等を踏まえ、一部改定します。 

また、品質管理基準及び規格値（案）について、現行の舗装工事の品質管理手
法に加えて、現場の省力化が図れる新たな手法を規定します。 

 
（２）業務関係 

測量業 務共通仕 様書（案）、地質・土質調査業務共通仕様書（案）、土 木
設計業務等共通仕様書（案）、電気通信施設設計業務共通仕様書について、各
種基準類の改定等を踏まえ、一部改定します。 
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４．その他の現場実態を踏まえた改定等 
（１）土木工事関係 

１）土木工事標準歩掛の改定（参考資料 15、16 ページ） 
＜新規制定【７工種】＞ 

①鉄筋工、②土のう工、③防塵処理工 
④橋梁補修工（塗装塗替足場工） 
⑤橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工） 
⑥トンネル補修工 断面修復工（左官工法） 
⑦トンネル補修工 剥落防止対策工（可視繊維シート接着工） 

＜使用機械、労務等の変動による改定【８工種】＞ 
①鋼管・既製コンクリート杭打工（鋼管ソイルセメント杭工）、 
②場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）、 
③ニューマチックケーソン工、④仮橋・仮桟橋工、⑤仮囲い設置・撤去工 
⑥切削オーバーレイ工（ICT）、⑦道路除雪工、⑧架設支保工 

＜移動時間を考慮した改定【６工種】＞ 
①濁水処理工（一般土木工事） 
②地すべり防止工（ふとんかご）、 
③トンネル補修補修工 ひび割れ補修工（低圧注入工）、 
④トンネル工（NATM）〔発破工法〕、 
⑤トンネル濁水処理工、⑥伸縮装置工（鋼製） 

＜建設機械の回送時間を考慮した改定【１工種】＞ 
①トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工） 

＜作業休止時間を考慮した歩掛の改定【１工種】＞ 
①路上路盤再生工 

＜資材の搬入制約を考慮した歩掛の改定【１工種】＞ 
①ＰＣ橋架設工 
 

２）施工パッケージ型積算関係の改定（参考資料 17 ページ） 
＜使用機械、労務等の変動による改定【４工種】＞ 

①機械土工（土砂）[ブルドーザ掘削] 、②機械土工（岩石）掘削 
③機械土工（土砂）[床掘]（ICT）、④捨石工 

＜移動時間を考慮した改定【４工種】＞ 
①排水構造物工（鉄筋コンクリート台付管）、②笠コンクリートブロック据付工 
③半たわみ性（コンポジット）舗装工 
④トンネル漏水対策工【面導水、線導水、導水樋】 
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３）市場単価の一部廃止（参考資料 18 ページ） 
以下に示す市場単価３工種については、良好な取引が行われたデータの収集が困

難になってきていることから、市場単価方式による単価設定を廃止します。なお、鉄筋
工、ガス圧接工は「土木工事標準歩掛」に移行します。 

①鉄筋工、②ガス圧接工、③軟弱地盤処理工 
 
（２）鋼橋製作（参考資料 19 ページ） 

鋼橋製作工の歩掛について、製作現場等の実態を踏まえ、改定します。 
 

（３）ICT（参考資料 20 ページ） 
小規模工事を対象に、これまでのハードルが高かった３次元建設機械による施工に、

２次元建設機械による施工など簡易な ICT 技術活用を加えた要領を新たに整備しま
す。 

 
（４）新技術基準類の制定（参考資料 21 ページ） 

新技術積算基準類（特記仕様書記載例、積算基準（機械損料含む）、施工
管理基準）について、新規制定【10 技術】 

①建設用３Ｄプリンティング、②パワーブレンダー工法（横行施工）、③トモロボ 
④吸水性泥土改質材 「ワトル」、⑤法面設置点検用階段・非常階段、 
⑥砕石メッシュかご「かご楽」、⑦ハレーサルト張り出し歩道、⑧クマンツメ、 
⑨ロードライン マーキュリー ドライサポート工法、⑩橋梁用埋設型排水桝 

 
（５）電気通信設備積算基準 

実態調査の結果を踏まえ、光ケーブルを共通仮設費の対象とします。 
 
（６）機械設備積算基準 

実態調査の結果を踏まえ、既存制定工種の歩掛を改定します。 
また、法改正及び技術基準類との整合を目的に既存制定工種の一部を改訂

します。 
１）機械設備工事積算基準の改定【一般共通、１工種】 

    実態調査の結果、現行の積算基準と乖離等が見られたため改定します。 
① 一般共通のうち新設工事輸送費 
② 消融雪設備におけるポンプ据付のうち機械経費 

２）機械設備点検・整備積算基準の改訂【一般共通、１工種】 
   法改正及び技術基準類との整合を目的に改訂します。 

① 一般共通 共通仮設費のうち派遣費、宿泊費 



 
 

5 
 

② トンネル換気設備・非常用施設のうち標準点検工数 
 
（７）建設機械等損料（参考資料 22 ページ） 

実態調査を踏まえ、建設機械等損料算定表を改定します。 
 
（８）設計業務等標準歩掛 

１）歩掛の改定（参考資料 23～33 ページ） 
実態調査の結果を踏まえ、UAV レーザ測量、地すべり調査、道路予備設計

（Ａ）（Ｂ）、橋梁定期点検業務の歩掛を改定します。また、道路トンネル定期
点検業務について、新規歩掛として策定します。 

２）熱中症対策（参考資料 34 ページ） 
工事における猛暑対策サポートパッケージについて、建設コンサルタント業務等にお

いても一部導入を行います。 
３）その他 

旅費交通費の率を用いない積算の運用、モノレールによる現場内小運搬の積算
方法について、令和８年度から検討します。 

諸経費動向調査についても、調査手法の見直しを令和８年度から検討します。 
また、令和８年度から新たに建設コンサルタント業務等においてスライド制度（業

務スライド）を試行導入します（R7.12 公表済）。（参考資料 35 ページ）  
 

（９）維持・修繕工事の積算等における留意事項（参考資料 36 ページ） 
 維持修繕工事における積算等の改善方策について、受発注者アンケート及びヒアリ
ングを踏まえ、「維持・修繕工事の適切な積算の実施等に向けた留意事項」をとりま
とめました。 

 
 適用スケジュール （参考資料 37 ページ）  

「１.(1)1)」、「1.(2)2)」、「4.(4)」の改定内容については、令和８年４月１日以降に入札
公告等を行う工事から適用します。（個別に適用時期を示しているものは除く） 
 「1.(1)2)」、「1.(2)1)」、「1.(3)～4.(3)」、「4.(5)～(9)」の改定内容については、令和８
年４月１日以降に入札書提出締切日が設定されるものから適用します。（個別に適用時期を
示しているものは除く） 
 ただし、「1.(1)2)」、「1.(2)1)」、「1.(3)～(4)」、「2.(1)」、「4.(1)～(3)」、「4.(5)～
(8)1)」については、令和８年３月１日から令和 8 年３月 31 日の間に入札書提出締切日が
設定されるものを対象として、契約後に改定内容に基づいた変更をすることができます。 
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１．（１） １） 建設業における多様な働き方の実現に向けた支援

○ 直轄工事における試行を通じて、建設業は完全週休２日を含む週休２日が可能な業界であることを確認。
○ 他方、地域の実情や現場の状況等により、多様な働き方が求められている状況を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多

様な働き方の実現を目指していく。
※直轄土木工事は「工事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）」等による試行は完了とし、多様な働き方の実現を支援してまいります。

これまでの週休２日の推進と今後の働き方のあり方

H28～R5
週休２日の取組の拡大

R6～R7
週休２日の質の向上

R8～
多様な働き方の実現

100%

99.6%

97.4%

88.5%

45.1%

20.0%

0% 50% 100%

R5年度

R4年度

R3年度

R2年度

H30年度

H28年度

工期全体の
週休２日達成

週休２日工事（工期全体）の実施率（直轄） R6～
月単位の週休２日制を推進

R７～
週単位の週休２日制を含む
多様な働き方を推進

月単位・週単位の週休２日が
達成できることを確認

気候（猛暑対策等）を踏まえた働き方

変形労働時間制を適用した柔軟な働き方

週休２日としての働き方

担い手の多様化に合わせた働き方

ICT・DX等を活用した効率的な働き方

工 事

1



（１－１）猛暑期間を回避した工事発注
・猛暑日（WBGT値）を考慮した工期設定

・発注者による、猛暑期間の現場施工を回避する工夫（準備工、工場
製作等）により、工期設定

（１－２）猛暑期間を休工可能とする工事発注

・猛暑期間を休工可能とする工事発注の実現に向け、効果や必要とな
る費用・取組の調査を目的とした試行工事の実施【新規】

（１－３）猛暑期間における現場施工回避の協議の明記
・宇都宮国道事務所等において、試行的に実施
・特記仕様書への記載を他事務所に展開【新規】

（１－４）猛暑時間の施工回避

・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を、監督職員と協議
の上、柔軟に設定

・早朝・夜間施工に係る警察や地元等への協議について、必要がある
場合、発注者が協力すること等について、特記仕様書へ記載【新規】

（１－５）１年単位の変形労働時間制（１－２～１－４とセット）
・１年単位の変形労働時間制の活用に向けた関係者との連携【新規】

（１－６）適切な設計図書の作成

（１－７）労働実態の把握

【概要】
○建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現が必要
○猛暑は今後も続くと想定され、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現が必要
○施工者の自主性を尊重しつつ、地域の実情や現場の状況等に応じて、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、

新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援する取組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめ

来季に向けて実施する具体的な施策・取組

１．猛暑期間・時間の作業回避 ２．効率的な施工、作業環境の改善

３．猛暑対策に必要な経費等の確保

（２－１）i-Construction 2.0の推進
・施工・データ連携・施工管理のオートメーション化の取組を加速

（２－２）作業環境の改善
・個社毎の取組（定置式水平ジブクレーン、バイタルチェック機器等）

・技術開発の促進（SBIR制度による支援に向けた公募実施） 【新規】
・技術提案評価型S型を活用した、作業環境の改善に資する施工方法・
施工計画の工夫促進【新規】

（３－１）熱中症対策に係る経費
・現場管理費、現場環境改善費での熱中症対策費用の計上
・実態に応じた熱中症対策費用の確保【新規】

（３－２）直接工事費
・維持工事等で標準歩掛がない作業は見積り等による精算変更
・施工実態調査に基づく歩掛の見直し

建設工事における猛暑対策サポートパッケージ【概要版】

中長期的な課題への対応

・日給制の技能労働者の年間総労働時間・賃金を確保する方策
・１年単位の変形労働時間制の運用改善、生命・安全を守るための猛暑日における作業のあり方の議論

４．地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開

（４－１）工期における猛暑日考慮の徹底【新規】
・「工期に関する基準」の対応状況調査、働きかけ等

（４－２）工期以外の猛暑対策の推進【新規】

（４－３）好事例の横展開【新規】

令和７年１２月２３日公表（再掲）
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１．（１） ２） 一般管理費等率の改定
工 事

○ 最新の本社経費の実態を反映し、一般管理費等率を改定。
○ 引き続き、適正な利潤が確保されるよう実態調査を継続していくとともに、公共工事に従事する者に対して適正な額の賃金が

支払われるよう、賃金・労働時間等の実態調査の取組を強化していく。

30億円超え500万円超え30億円以下500万円以下

9.74%-4.97802×LOG(Cp)+56.9210123.57%

30億円超え500万円超え30億円以下500万円以下

10.63%-5.21826×LOG(Cp)+60.0834325.13%
Cp：工事原価(円）
※前払金支出割合が３５％を超え４０％以下の場合

【現行】

【改定】

一般管理費等率の改定

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

500万 30億円

＜河川工事の場合＞
※直接工事費１億円の工事では、
一般管理費等率 約1.21%増

（約1.6百万円 増）
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１．（２） １） 現場環境改善費の実施内容の見直しと拡充

実施する内容（率計上分）計上費目

1.用水・電力等の供給設備
2.緑化・花壇
3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置
5.昇降設備の充実
6.環境負荷の低減

仮設備関係

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス（交通誘導員待機室）
4.現場休憩所の快適化
5.健康関連施設および厚生施設の充実等

営繕関係

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
2.盗難防止対策（警報機等）

安全関係

1.完成予想図
2.工法説明図
3.工事工程表
4.デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
5.見学会等の開催（イベント等の実施含む）
6.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ
8.地域対策費等（地域行事等の経費含む）
9.社会貢献

地域連携

現行

実施する内容（率計上分）計上費目

1.昇降設備の充実
2.環境対策の充実
3.ＩＣＴ設備の充実
4.作業負荷の低減

仮設備関係

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
2.労働者宿舎の充実
3.現場休憩所の充実（交通誘導員待機室含む）
4.衛生設備・厚生施設の充実

営繕関係

1.工事標識・照明等安全施設の充実
2.盗難防止対策
3.健康関連施設の充実
4.野生生物・害虫対策

安全関係

1.広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等）
2.見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む）
3.社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む）
4.現場景観向上（美装化・デザイン看板等）

地域連携

改定

実施する内容（積み上げ計上分）

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、対策の妥当
性を確認の上、積み上げ計上。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業
員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の50％を上限とする。

実施する内容（積み上げ計上分）

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、対策の妥当
性を確認の上、積み上げ計上。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業

員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の１００％を上限とする。

計上費目ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を実施

計上費目ごとに１内容ずつの合計４つの内容を実施

○ 昨今の建設業を取り巻く状況を踏まえ、実施する内容を見直し。
○ より効果的な現場環境改善が図られるよう、実施内容の絞り込みを行うとともに、熱中症対策・防寒対策への充当を強化。

現場環境改善費率：ｉ（％）
対象額：Pi

左記以外大都市・市街地

ｉ=39.9・Pi-0.201ｉ=56.6・Pi-0.174５億円以下の場合
直接工事費（処分費等を除く）

＋
支給品費

＋
無償貸付機械等評価額

0.711.73５億円を超える場合

現場環境改善費率：ｉ（％）
対象額：Pi

左記以外大都市・市街地

ｉ=32.5・Pi-0.202ｉ=45.9・Pi-0.175５億円以下の場合
直接工事費（処分費等を除く）

＋
支給品費

＋
無償貸付機械等評価額

０．５７１．３８５億円を超える場合

工 事
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【猛暑対策サポートパッケージ関連】



⃝ 平成28年度より、直轄工事において快適トイレの原則化を実施。
⃝ 最新の調査実態を踏まえ、上限額を見直すとともに、更なる現場環境改善の推進の観点から、上限基数を撤廃。

（設置基数は、現場毎に必要性を協議の上、決定）

１．（２） ２） 快適トイレの費用計上の拡充 【機密性２】

R2年度単位

51,000円/基・月快適トイレ

102,000円/基・月ハウス型トイレ

快適トイレの費用計上（1基あたりの上限額）

※設置基数は、現場毎に必要性を協議の上、決定

工 事

R8年度単位

57,000円/基・月快適トイレ

※男女別で１台ずつ計２台まで計上可

１．快適トイレに求める機能
①洋式（洋風）便器
②水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
③臭い逆流防止機能
④容易に開かない施錠機能
⑤照明設備
⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚（耐荷重を５kg以上とする）
２．付属品として備えるもの
⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
⑨サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩鏡と手洗器
⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品
３．推奨する仕様、付属品
⑫便房内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
⑬擬音装置（機能を含む）
⑭着替え台
⑮臭気対策機能の多重化
⑯室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

快適トイレの標準仕様

5

※ハウス型等の場合、入口が別になっている場合に限り、
入口別に57,000円／基・月上限まで計上可能。



１．（３） 移動時間、作業休止時間等を踏まえた歩掛改定

6

令和７年度は、路上工事だけでなくトンネル工事や砂防工事等においても同様の傾向が見られたことから、これを適切に反映。

○ KY活動や準備体操、現場内の移動時間や後片付け等は一日の作業時間（就業時間）に含まれており、標準歩掛においても適
切に反映されている。

○ 路上工事など常設の作業帯が現場に設けられない工事において、別途設けられた資材基地から現場への移動時間を適切に反
映できるよう、令和４年度に調査表の全面見直しを実施。

○ 令和７年度は、路上工事だけでなくトンネル工事や砂防工事等においても同様の傾向が見られたことから、これを適切に反映。

■従前の作業時間（イメージ）

■移動時間を踏まえた作業時間（イメージ）

作業開始
8:00

作業終了
17:00

実作業 実作業
昼
休
憩

12:00 13:00

路上路盤再生工など１１工種で、現場移動等により実作業時間が短くなり、日当たり施工量が減少している傾向が
見られた。 ⇒Ｒ８年度歩掛改正に反映

半たわみ性（コンポジット）舗装工、伸縮装置工（鋼製）、トンネル漏水対策工、濁水処理工（一般土木工事）、地すべ
り防止工（ふとんかご）、路上路盤再生工、トンネル濁水処理工、トンネル工（NATM）[発破工法]、トンネル補修補修工
（ひび割れ補修工）低圧注入工、排水構造物工（鉄筋コンクリート台付管）、笠コンクリートブロック据付工、

実作業
昼
休
憩

12:00 13:00

実作業

作業開始
8:00

作業終了
17:00

作
業
準
備

準
備
体
操

Ｋ
Ｙ
活
動

作
業
指
示

現
場
移
動

資
材
積
込

後
片
付
け

資
材
取
卸

現
場
移
動

後
片
付
け

作
業
準
備

準
備
体
操

Ｋ
Ｙ
活
動

作
業
指
示

時間外労働の上限規制対応【移動時間を考慮した歩掛の改正】

工 事
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○ 令和６年度より、建設機械を日々回送して使用する工種において、日当たり施工量に変動が見られたことから、
これを適切に反映。

■従前の作業時間（イメージ）

■移動時間の増加により変化した作業時間（イメージ）

作業開始
8:00

作業終了
17:00

実作業
昼
休
憩

12:00 13:00

資
材
取
卸

現
場
移
動

後
片
付
け

実作業

移動式クレーンを日々回送している３工種において、クレーンを用いた作業時間が短くなり、日当たり施工量
が減少している傾向が見られた。 ⇒令和８年度歩掛改正に反映

トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工）、ＰＣ橋架設工（架設機械据付・解体）、排水構造物工（鉄筋コ
ンクリート台付管）

実作業
昼
休
憩

12:00 13:00

実作業

作業開始
8:00

作業終了
17:00

作
業
準
備

準
備
体
操

Ｋ
Ｙ
活
動

作
業
指
示

現
場
移
動

資
材
積
込

後
片
付
け

時間外労働の上限規制対応【建設機械の回送時間を考慮した歩掛の改正】

※日々回送する移動式クレーン

作
業
準
備

準
備
体
操

Ｋ
Ｙ
活
動

作
業
指
示

１．（３） 移動時間、作業休止時間等を踏まえた歩掛改定
工 事



１．（３） 移動時間、作業休止時間等を踏まえた歩掛改定

8

○ 建設現場の作業管理として行われている作業休止時間（振動作業対策、腰痛予防対策や熱中症予防対策など）が
増えたことにより、実作業時間に減少している傾向が見られたため、これを適切に反映。

■従前の作業時間（イメージ）

■作業休止時間・手待ち時間を踏まえた作業時間（イメージ）

作業開始
8:00

作業終了
17:0012:00 13:00

鉄筋工や仮囲い設置撤去工など６工種で、作業休止時間等により実作業時間が短くなり、日当たり施工量が
減少している傾向が見られた。 ⇒Ｒ８年度歩掛改正に反映

鉄筋工、仮囲い設置撤去工、土のう工、路上路盤再生工、排水構造物工（鉄筋コンクリート台付管）、
笠コンクリートブロック据付工

昼
休
憩

12:00 13:00

作業開始
8:00

作業終了
17:00

作
業
準
備

準
備
体
操

Ｋ
Ｙ
活
動

作
業
指
示

現
場
移
動

資
材
積
込

後
片
付
け

資
材
取
卸

現
場
移
動

作業休止時間を考慮した歩掛の改定

実作業
昼
休
憩

実作業

休
止

休
止

休
止

休
止

休
止

実
作
業

実
作
業

実
作
業

実
作
業

実
作
業

実
作
業

実
作
業

後
片
付
け

資
材
取
卸

現
場
移
動

作
業
準
備

準
備
体
操

Ｋ
Ｙ
活
動

作
業
指
示

現
場
移
動

資
材
積
込

工 事



１．（４） 施工規模に応じた標準歩掛（小規模歩掛等）の設定

9

工 事

土木工事標準歩掛 『13章 道路維持修繕』 ④道路打換え工 の例

小規模施工の場合で、標準歩掛を適用
せず、別途考慮すべき現場条件を記載

標準歩掛が適用出来ない範囲を記載

標準歩掛が適用出来る施工規模を記載

○ 土木工事標準歩掛の使用にあたって、積算者が適用可否の判断をしやすいように適用範囲及び施工方法などを詳
細化。


























































